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(57)【要約】
　セルによって送信されるリファレンス信号（ＲＳ）の
時間および周波数の内容および／または位置に対する摂
動が、当該摂動がネットワーク機能の利用可能性または
配置、特に狭帯仮想キャリア動作を提供する設備に関し
て、セルのケイパビリティまたは配置に関する情報を暗
示するように、行われる。使用されるリファレンス信号
の時間および周波数の内容および／または位置は、典型
的に物理セル識別（ＰＣＩ）に基づく。ある実施形態で
は、いくつかの識別可能なＲＳリソースによって搬送さ
れるＰＣＩは、変更される：他では、ＲＳは「予期され
ない」リソースにおいて送信される。ネットワーク機能
配置情報は、これらの送信およびセルの実際のＰＣＩお
よび／または「予期された」ＲＳ送信リソース間の種々
の関係から推定される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信システムに関連付られた通信パラメータの表示を導出するためのモバイ
ル端末であって、前記ワイヤレス通信システムは：
　１以上の基地局を有し、これらの各々は、端末へデータを通信するためのワイヤレスア
クセスインターフェースを提供するように構成された送信機を含み、
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースは、複数の通信リソースエレメントを提供し
、
　前記通信リソースエレメントは、複数の時分割無線フレームに纏められており、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第１のサブセットは、少なくとも１つの
同期信号を搬送し、基地局についての前記同期信号は第１の識別番号と関連付られており
、および、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第２のサブセットは、リファレンスシン
ボルを有するリファレンス信号を搬送し、前記第２のサブセットは、第１の配置および第
２の配置を含む複数の離散配置に分割されており、前記第１の配置中の前記リファレンス
シンボルは、前記第１の識別番号に従って変化する少なくとも１つのプロパティを有し、
　前記モバイル端末は：
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースの前記通信リソースエレメントの少なくとも
いくらかを受信する受信機、および
　前記受信した通信リソースエレメントの少なくともいくらかを処理するためのプロセッ
サを有し；ここで、動作中、前記プロセッサは、前記受信した通信リソースエレメントに
おいて存在する前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティの値を決定し；
前記通信パラメータの値は、前記第２の配置における前記リファレンスシンボルの少なく
とも１つのプロパティから推定される、前記モバイル端末。
【請求項２】
　推定された前記通信パラメータは、前記基地局より提供される前記ワイヤレスアクセス
インターフェースの静特性である、請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項３】
　前記静特性は、狭帯域キャリアを提供するための前記基地局のケイパビリティであり、
前記狭帯域キャリアは、前記無線フレームの前記リソースエレメントの第３のサブセット
を占有し、前記ワイヤレスアクセスインターフェースによって供給された帯域幅よりも狭
い帯域幅を有する、請求項２に記載のモバイル端末。
【請求項４】
　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは、それぞれの受信したリフ
ァレンスシンボルが属するリファレンス信号配置であり、および前記通信パラメータの前
記値は、前記第２の配置におけるリファレンスシンボルの存在から推定される、請求項１
に記載のモバイル端末。
【請求項５】
　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の配置および前記第１の配置の間の差異から
推定される、請求項４に記載のモバイル端末。
【請求項６】
　前記第２の配置は、複数の離散配置の予め定められた１つである、請求項４に記載のモ
バイル端末。
【請求項７】
　前記第２の配置は、通信パラメータの値の表示における使用のために予約されている、
請求項６に記載のモバイル端末。
【請求項８】
　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは、リファレンス信号シーケ
ンスであり、前記プロセッサにより決定される少なくとも１つの前記リファレンスシンボ
ルの値は、前記リファレンス信号シーケンスに対応する値を含み、および、前記通信パラ
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メータの値の推定は、前記第２の配置における前記リファレンス信号シーケンスに依存す
る、請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項９】
　前記リファレンス信号シーケンスは、前記第１の識別番号とは異なる第２の識別番号に
従って変化し、および
　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の配置において使用される前記第２の識別番
号の値から推定される、請求項８に記載のモバイル端末。
【請求項１０】
　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の識別番号および前記第１の配置において使
用される前記第１の識別番号の間の差異から推定される、請求項９に記載のモバイル端末
。
【請求項１１】
　前記第２の配置における前記リファレンス信号シーケンスは、前記第２の識別番号の関
数として生成される、請求項９に記載のモバイル端末。
【請求項１２】
　前記リファレンス信号の少なくとも１つのプロパティは、リファレンス信号サブフレー
ム配置であり、および前記プロセッサにより決定される前記リファレンスシンボルプロパ
ティの少なくとも１つの値は、前記リファレンス信号サブフレーム配置に対応する値であ
り、および
　前記通信パラメータの前記値が推定される前記第２の配置における前記リファレンスシ
ンボルの前記プロパティは、前記第１の配置が属する前記サブフレーム配置とは異なるサ
ブフレーム配置におけるリファレンスシンボルの存在である、請求項１に記載のモバイル
端末。
【請求項１３】
　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは：
リファレンス信号サブフレーム配置；
リファレンス信号配置；および
リファレンス信号シーケンス；
の少なくとも２つの組み合わせであり、前記通信パラメータは、前記第２の配置における
前記リファレンスシンボルのプロパティの前記組み合わせから推定される、請求項１に記
載のモバイル端末。
【請求項１４】
　前記第１の識別番号に従って変化する前記第１の配置における前記リファレンスシンボ
ルの少なくとも１つのプロパティは、前記リファレンス信号シーケンスであり、前記第１
の配置は、前記第１の識別番号の関数として生成される第１のリファレンス信号シーケン
スにおけるリファレンス信号を有し、および
　前記第２の配置は、前記第１のリファレンス信号シーケンスと異なる第２のリファレン
ス信号シーケンスにおけるリファレンス信号を有し、前記第２のリファレンス信号シーケ
ンスは前記第２の識別番号を用いて生成され、前記第２の識別番号は、予約された識別番
号に対応する、請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項１５】
　前記第１のリファレンス信号シーケンスは、前記第１の識別番号をシードとして用いて
リファレンス信号アルゴリズムにおいて生成され、および前記第２のリファレンス信号シ
ーケンスは、前記第２の識別番号をシードとして用いてリファレンス信号アルゴリズムに
おいて生成される、請求項１４に記載のモバイル端末。
【請求項１６】
　前記第２のサブセットにおける前記リファレンスシンボルは、チャネル状態情報リファ
レンス信号、ＣＳＩ－ＲＳを含む、請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項１７】
　前記第２のサブセットにおける前記リファレンスシンボルは、セル固有リファレンス信
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号、ＣＲＳを含む、請求項１に記載のモバイル端末。
【請求項１８】
　前記リファレンス信号の少なくとも１つのプロパティは、それぞれの受信したリファレ
ンスシンボルが属するセル固有リファレンス信号配置であり、前記第２の配置は、第２の
識別番号に従い複数の離散配置から選択され、および前記第２の配置における前記リファ
レンスシンボルは、第２の識別番号を用いて生成され、前記通信パラメータの前記値は、
前記第２の配置における前記セル固有リファレンス信号を生成するのに用いられる前記識
別番号が前記第１の識別番号とは異なることを判定することにより推定される、請求項１
７に記載のモバイル端末。
【請求項１９】
　前記第２の識別番号は、通信パラメータの値の表示における使用のために予約された、
予め定められた識別番号である、請求項１８に記載のモバイル端末。
【請求項２０】
　端末へデータを通信するためのワイヤレスアクセスインターフェースを提供するように
構成されたワイヤレス通信システムにおいて通信パラメータの表示を導出する方法であっ
て、
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースは、複数の通信リソースエレメントを提供し
、
　前記通信リソースエレメントは、複数の時分割無線フレームにおいて纏められており、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第１のサブセットは、少なくとも１つの
同期信号を搬送し、基地局についての前記同期信号は第１の識別番号と関連付られており
、および
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第２のサブセットは、リファレンスシン
ボルを搬送し、前記第２のサブセットは、第１の配置および第２の配置を含む複数の離散
配置に分割されており、前記第１の配置中の前記リファレンスシンボルは、前記第１の識
別番号に従って変化する少なくとも１つのプロパティを有し、
　前記方法は：
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースの前記通信リソースエレメントの少なくとも
いくらかを受信すること、
　前記受信した通信リソースエレメントの少なくともいくらかを処理して、前記受信した
通信リソースエレメントに存在する前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパ
ティの値を決定すること、および
　前記第２の配置における前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティから
前記通信パラメータの値を導出すること、を有する、前記方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ワイヤレス通信システムにおける通信デバイスで通信パラメータの表示を導
出するための方法、システムおよび機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス電気通信システムにおけるｅＮｏｄｅＢなどのネットワークエンティティは
数が増加するネットワーク機能を提供することが要求されるため、ネットワークシグナリ
ング処理における適切な時点においてこれらの機能の少なくともいくらかを表示すること
ができることが各ネットワークエンティティにとってより重要となっている。異なるネッ
トワーク機能ケイパビリティのネットワークエンティティは、多くのワイヤレス通信ネッ
トワークにおいて互いと共に展開されるであろうことが期待される：結果として、特定の
ネットワークケイパビリティにアクセスすることを要求する電気通信機器（すなわち、ユ
ーザー機器、ＵＥ）は、ＵＥがそのようなサービスを要求する任意の与えられたネットワ
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ークエンティティが実際にサービスを供給することおよびネットワークエンティティでそ
のケイパビリティが欠如しているかを推測することができず、ＵＥは、異なるネットワー
クエンティティからケイパビリティを要求することをやり直さなければならず、無駄な時
間および処理電力の観点からのペナルティを被る。
【０００３】
　ＭＴＣデバイス（例えば準自律的または自律的なワイヤレス通信端末）などのある種類
の電気通信デバイスは、例えば比較的低い頻度での少量のデータの送信により特徴づけら
れる「低ケイパビリティ」通信用途をサポートする。ＭＴＣデバイスは、個々にこれらが
少ない負荷を電気通信ネットワーク上に示すように構成されており、したがって、同一ネ
ットワークにおける等価の「完全なケイパビリティ」端末よりも多い数において展開され
ることができる。
【０００４】
　ＭＴＣ端末をサポートするために、１以上の「ホストキャリア」の帯域幅で動作する「
仮想キャリア」を導入することが提案されてきた。提案された仮想キャリアコンセプトは
、好ましくは従来のＯＦＤＭに基づく無線アクセス技術の送信リソース内で統合され、Ｏ
ＦＤＭと同様の方法で周波数スペクトルを細分割する。従来のＯＦＤＭ型ダウンリンクキ
ャリア上で送信されるデータとは異なり、仮想キャリア上で送信されるデータは、ダウン
リンクＯＦＤＭホストキャリアの全帯域幅を処理することを必要とすることなく受信され
および復号されることができる。
【０００５】
　仮想キャリア概念は、多数の同時係属特許出願（英国特許出願１１０１９７０．０［２
］、英国特許出願１１０１９８１．７［３］、英国特許出願１１０１９６６．８［４］、
英国特許出願１１０１９８３．３［５］、英国特許出願１１０１８５３．８［６］、英国
特許出願１１０１９８２．５［７］、英国特許出願１１０１９８０．９［８］および英国
特許出願１１０１９７２．６［９］を含む）において記載されており、その文脈は参照に
よりここに組み込まれる。
【０００６】
　「仮想キャリア」運用は、セルにおける適切な「ＶＣ」機能によりサポートされる必要
がある（すなわちサービングネットワークエンティティにより提供される）。したがって
、ＵＥがセルにアクセスするための最初の手順は、セルがＶＣを実際にはサポートしてい
ない場合、処理労力を浪費し得る。ＭＴＣデバイスは、典型的に低電力および長いバッテ
リ寿命で動作するように設計されており、したがってこの場合におけるこのような浪費さ
れた労力を最小化することが望ましい。
【０００７】
　現在のシステムにおいて、初期の手順は、（例えば公衆携帯電話網（ＰＬＭＮ）アイデ
ンティティなどのせいでなんらかの方法で禁じられない限り）ＵＥが確実にセルに接続す
ることを望むという想定のもとに主に設計されているが、制限されたケイパビリティを有
するＵＥにとってはこれは適正でないかもしれない。とりわけＭＴＣの状況において、多
くのＭＴＣ　ＵＥがネットワークに接続しようと試みることを引き起こすイベントが発生
する可能性がある。これはネットワークに過負荷をかけ得、そのためＵＥに対し、ｅＮＢ
における送信電力および処理電力を節約し、重大となる可能性のある干渉を減らすために
これらが接続するように試みるべきですらないことを表示することが望ましいかもしれな
い。
【０００８】
　従来のセル取得のための初期の手順は、現在、そのようなケイパビリティ（またはその
ような機能を提供するための能力）を効率的に表示するための能力を有していない。
　ワイヤレス電気通信システム内のネットワークエンティティの効率的な通信が、したが
って望ましい。
【発明の概要】
【０００９】
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　本開示の第１の側面によれば、ワイヤレス通信システムに関連付られた通信パラメータ
の表示を導出するためのモバイル端末であって、前記ワイヤレス通信システムは：
　１以上の基地局を有し、これらの各々は、端末へデータを通信するためのワイヤレスア
クセスインターフェースを提供するように構成された送信機を含み、
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースは、複数の通信リソースエレメントを提供し
、
　前記通信リソースエレメントは複数の時分割無線フレームに纏められており、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第１のサブセットは、少なくとも１つの
同期信号を搬送し、基地局についての前記同期信号は第１の識別番号と関連付られており
、および
各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第２のサブセットは、リファレンスシンボ
ルを有するリファレンス信号を搬送し、前記第２のサブセットは、第１の配置および第２
の配置を含む複数の離散配置に分割されており、前記第１の配置中の前記リファレンスシ
ンボルは、前記第１の識別番号に従って変化する少なくとも１つのプロパティを有し、
　前記モバイル端末は：
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースの前記通信リソースエレメントの少なくとも
いくらかを受信する受信機、および
　前記受信した通信リソースエレメントの少なくともいくらかを処理するためのプロセッ
サを有し；ここで、動作中、前記プロセッサは、前記受信した通信リソースエレメントに
おいて存在する前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティの値を決定し；
前記通信パラメータの値は、前記第２の配置における前記リファレンスシンボルの少なく
とも１つのプロパティから推定される、前記モバイル端末が提供される。
【００１０】
　前記通信パラメータは、好ましくはネットワークケイパビリティ（またはケイパビリテ
ィの欠如）などの前記セルまたはネットワークの静特性に対応する。あるいは、またはさ
らに、前記通信パラメータは、好ましくはネットワーク共有および／またはセルトラフィ
ック混雑水準に依存するリアルタイムネットワークケイパビリティなどの前記セルまたは
ネットワークの動特性に対応する。通信システムは、したがって、前記モバイル端末（Ｕ
Ｅ）に最小の処理労力で、初期のアクセス手順の初期段階においてｅＮｏｄｅＢのケイパ
ビリティに関する情報を提供する。特に、前記ネットワークケイパビリティは、関わるｅ
ＮｏｄｅＢのホストキャリア内で仮想キャリアを実装する能力であり得る。
【００１１】
　したがって、前記ＵＥは、ＶＣ動作をサポートしないまたはそれを好適な構成でサポー
トしないセルにおける初期の手順を破棄することができ、またはより一般的にはセルにお
いて前記ＵＥは予め接続しようと試みないことを選ぶであろう。ある実施形態は、同期信
号からの物理層セル識別（ＰＣＩ）の抽出後に破棄させる。他の実施形態は、他の実施形
態は、一旦ＰＢＣＨおよびＭＩＢが復号されると、セル獲得を放棄させる。これは、ＭＴ
Ｃ型配置を想定されたものなどの電力およびバッテリが制限されたデバイスにおいて重要
である、ＵＥでの顕著な処理の節約にあたる。特に、利点は、しかしいくらかしかし全て
ではないセルがＶＣを送信するネットワーク配置において生じる。
【００１２】
　アクセスクラス規制などの従来の技術は、ＵＥがすでにセルのリソースにアクセスする
処理中となるまで利用可能でなく、したがって処理労力の浪費を回避するのには遅すぎる
。
　本開示の様々なさらなる側面および実施形態が、添付の請求の範囲において提供される
。
【００１３】
　本開示の第１および他の側面に関連して上述された本開示の特徴および側面は、均等に
適用可能であり、上述した具体的な組み合わせにおいてのみならず、必要に応じて本開示
の異なる側面に従い本開示の実施形態と組み合わされ得る。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
　本開示の実施形態は、添付する図面を参照しながら例としてのみ説明され、類似部分は
対応する参照番号が付されており、ここで：
【図１】図１は、従来のモバイル電気通信ネットワークの例を説明する概略図を提供する
。
【図２】図２は、従来のＬＴＥ無線フレームを説明する概略図を提供する。
【図３】図３は、従来のＬＴＥダウンリンクの無線サブフレームの例を説明する概略図を
提供する。
【図４Ａ】図４Ａは、仮想キャリアを有するＬＴＥダウンリンクの無線サブフレームの例
を説明する概略図を提供する。
【図４Ｂ】図４Ｂは、ホストキャリアの多数の周波数に複数の仮想キャリアが挿入された
ＬＴＥダウンリンクの無線サブフレームの例を説明する概略図を提供する。
【図５】図５は、従来のＬＴＥにおいてセル獲得前および獲得中にＵＥにより行われる最
初のステップを説明する。
【図６】図６は、実施形態が対処するある状況を説明するモバイル電気通信ネットワーク
の概略図を提供する。
【図７】図７は、第１の実施形態に係るＣＳＩ－ＲＳ値を用いたＵＥによりセル獲得前お
よび獲得中に行われるステップを説明する。
【図８】図８は、第２の実施形態に係るＣＳＩ－ＲＳ値を用いたＵＥによりセル獲得前お
よび獲得中に行われるステップを説明する。
【図９】図９は、第３の実施形態に係るＣＳＩ－ＲＳ値を用いたＵＥによりセル獲得前お
よび獲得中に行われるステップを説明する。
【図１０】図１０は、第１および第３の実施形態の特徴の組み合わせに係るＵＥによりセ
ル獲得前および獲得中に行われるステップを説明する。
【図１１】図１１は、１、２および４つのアンテナポートが使用される場合におけるダウ
ンリンクサブフレーム中のＣＲＳリソースエレメントの配置を示す。
【図１２】図１２は、第４の実施形態に係り、（１つのアンテナポートが使用される場合
における）「通常の」および「予約された」ＣＲＳリソースエレメントの配置を比較し、
予約された配置におけるＣＲＳは、同期シグナリングから推定されるＰＣＩ以外のＰＣＩ
を用いて生成される。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１は、例えば３ＧＰＰに規定されたＵＭＴＳおよび／またはロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）アーキテクチャを用いる、従来のモバイル電気通信ネットワークのいく
つかの基本的な機能を説明する概要図である。
【００１６】
　ネットワークは、コアネットワーク１０２に接続された複数の基地局１０１を含む。各
基地局は、カバレッジエリア１０３（すなわち、セル）を提供し、カバレッジエリア１０
３内では端末デバイス（また、モバイル端末、ＭＴまたはユーザ機器としても言及される
）１０４に、および、からデータが通信され得る。データは、無線ダウンリンクを介して
基地局１０１からそれらの各々のカバレッジエリア１０３内の端末デバイス１０４に送信
される。データは、無線アップリンクを介して端末デバイス１０４から基地局１０１に送
信される。コアネットワーク１０２は、各々の基地局１０１間でデータをルーティングし
、認証、モビリティ管理、料金請求等のような機能を提供する。
【００１７】
　３ＧＰＰに規定されたロングタームエボリューション（ＬＴＥ）アーキテクチャに従い
設置されるものなどのモバイル電気通信システムは、無線ダウンリンク（いわゆるＯＦＤ
ＭＡ）および無線アップリンク（いわゆるＳＣ－ＦＤＭＡ）のための、直交周波数分割多
重（ＯＦＤＭ）を基にしたインターフェースを用いる。
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【００１８】
　図２は、ＯＦＤＭを基にしたＬＴＥダウンリンクの無線フレーム２０１を説明する概要
図を示す。ＬＴＥダウンリンクの無線フレームは、ＬＴＥ基地局（改良されたＮｏｄｅ　
Ｂ、「ｅＮｏｄｅＢ」または「ｅＮＢ」として様々知られ、これらの用語は同義である）
から送信され、１０ｍｓ持続する。ダウンリンクの無線フレームは、１０個のサブフレー
ムを備え、各サブフレームは１ｍｓ持続する。プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカ
ンダリ同期信号（ＳＳＳ）は、ＬＴＥフレームの第１および第６のサブフレームにおいて
送信される。プライマリブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）は、ＬＴＥフレームの第
１のサブフレームにおいて送信される。ＰＳＳ、ＳＳＳ、およびＰＢＣＨは、より詳細に
以下に議論される。
【００１９】
　図３は、従来のダウンリンクのＬＴＥサブフレーム例の構造を説明するグリッドの概要
図である。サブフレームは、１ｍｓの期間に渡り送信される所定の数の「シンボル」を有
する。各シンボルは、ダウンリンクの無線キャリアの帯域幅の全域にわたって分散された
、所定の数の直交サブキャリアを有する。ここで、水平軸は、時間を表し、垂直は周波数
を表す。
【００２０】
　図３において示されるサブフレーム例は、１４のシンボルおよび２０ＭＨｚの帯域幅、
Ｒ３２０にわたって分散する１２００のサブフレームを有する。ＬＴＥにおける送信のた
めのユーザデータの最も小さい割当は、１スロット（０．５サブフレーム）にわたり送信
される１２個のサブキャリアを有する「リソースブロック」である。図３におけるサブフ
レームグリッド中の各個のボックスは、１のシンボルで送信される１２のサブキャリアに
対応し、したがって、図３中の単一の行は２個のリソースブロックに対応する。
【００２１】
　制御データは、リソースブロックより小さいユニット中に割り当てられ得、ＬＴＥにお
ける送信のための最小の割当は、「リソースエレメント」である。用語「リソースエレメ
ント」は、１のシンボルにおける１のサブキャリア上のデータを言う。リファレンス信号
などの制御データは、リソースブロック内の特定のリソースエレメントに割り当てられ得
る。
【００２２】
　図３は、４つのＬＴＥ端末に対する準備段階のリソース割当て３４０、３４１、３４２
、３４３を示す。例えば、第１のＬＴＥ端末（ＵＥ１）に対するリソース割当て３４２は
、１２のサブキャリアの５のブロック（すなわち６０のサブキャリア）にまたがって広が
っており、第２のＬＴＥ端末（ＵＥ２）に対するリソース割当て３４３は１２のサブキャ
リアの６のブロックにまたがって広がっている、等である。
【００２３】
　制御チャネルデータは、サブフレームの第１のｎシンボルを有するサブフレームの制御
領域３００（図３において点のシェーディングにより示される）において送信され、ｎは
３ＭＨｚまたは３ＭＨｚより大きいチャネル帯域幅に対して１から３のシンボル間で変化
し得、ｎは１．４ＭＨｚのチャネル帯域幅について２から４のシンボル間で変化し得る。
明確な例を提供するために、次の記載は、ｎの最大値を３とするように３ＭＨｚまたは３
ＭＨｚより大きいチャネル帯域幅のホストキャリアに関係する。制御領域３００において
送信されるデータは、物理下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理制御フォーマット指示
チャネル（ＰＣＦＩＣＨ）および物理ＨＡＲＱ指示チャネル（ＰＨＩＣＨ）上で送信され
るデータを含む。
【００２４】
　ＰＤＣＣＨは、サブフレームのどのシンボル上のどのサブキャリアが特定のＬＴＥ端末
に割当てられているかを示す制御データを含む。そのため、図３で示されるサブフレーム
の制御領域３００において送信されるＰＤＣＣＨデータは、ＵＥ１は参照番号３４２によ
り特定されるリソースの領域に割当てられ、ＵＥ２は参照番号３４３により特定されるリ
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ソースの領域に割当てられた、などを示し得る。
【００２５】
　ＰＣＦＩＣＨは、制御領域のサイズ（すなわち、１．４ＭＨｚのチャネル帯域幅の場合
、１から３の間のシンボルまたは２から４）を示す制御データを含む。
　ＰＨＩＣＨは、前に送信されたアップリンクデータがネットワークによって首尾よく受
信されたか否かを示すＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）データを含む。
【００２６】
　時間周波数リソースグリッドの中央帯３１０におけるシンボルは、プライマリ同期信号
（ＰＳＳ）、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）およびプライマリブロードキャストチャネル
（ＰＢＣＨ）を（第１および第６のサブフレームにおいて）含む情報の送信に使われる。
この中央帯３１０は、概して７２のサブキャリアの広さ（１．０８ＭＨｚの送信帯域幅に
相当）である。ＰＳＳおよびＳＳＳは、一旦検出されると、ＬＴＥ端末デバイスにフレー
ム、サブフレーム、スロットおよびシンボル同期を得ることを可能とし、ダウンリンク信
号を送信する改良されたＮｏｄｅ　Ｂのセル識別（ＰＣＩ）を決定する同期信号である。
ＰＢＣＨは、ＬＴＥ端末がセルに適切にアクセスするために使用するパラメータを含むマ
スタ情報ブロック（ＭＩＢ）を含むセルの情報を運ぶ。物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣ
Ｈ）上で個別のＬＴＥ端末に送信されるデータは、サブフレームの他のリソースエレメン
トにおいて送信され得る。これらのチャネルのさらなる説明は、以下に提供される。
【００２７】
　図３はまた、システム情報を含み、Ｒ３４４の帯域幅に広がるＰＤＳＣＨ　３４４の領
域を示す。従来のＬＴＥ無線フレーム内のサブフレームにわたって分布するリファレンス
信号（ＲＳ）があるであろう：これらは、さらに以下で議論されるが、明確性の理由から
図３において示されていない。
【００２８】
　マシーンタイプコミュニケーション（ＭＴＣ）デバイス
　上述したように、第３および第４世代ネットワークの予想される広範な配備は、利用可
能な高いデータレートを利用するよりはむしろ代わりに、強固な無線インターフェースお
よびカバレッジエリアの拡大する偏在性を利用するデバイスおよびアプリケーションのク
ラスの並列開発を導いた。このデバイスおよびアプリケーションの並列なクラスは、ＭＴ
Ｃデバイスおよびいわゆるマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）アプリケーションを含み、ここで
準自律的または自律的なワイヤレス通信デバイスは、典型的に比較的低頻度の基準で少量
のデータを通信する。
【００２９】
　ＭＴＣ（およびＭ２Ｍ）デバイスの例は：例えば、消費者の家に設置され、消費者のガ
ス、水道、電気などの消費者の公共サービスの消費に関するデータを中央ＭＴＣサーバデ
ータに定期的に情報を返信する、いわゆるスマートメータ；輸送および物流追跡、道路通
行料徴収および監視システムなどの「追跡(track　and　trace)」アプリケーション；Ｍ
ＴＣ対応センサ、照明、診断器具などを有する遠隔保守および制御システム；環境モニタ
リング；店頭支払いシステムおよび自動販売機；セキュリティシステムなどを含む。
【００３０】
　ＭＣＴ型デバイスの特徴についてのさらなる情報およびＭＴＣデバイスが適用し得るア
プリケーションのさらなる例は、例えば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１２２　３６８　Ｖ１０．５
３０（２０１１－０７）／３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．３６８　バージョン　１０.５．０　
リリース１０［１］などの対応する標準において見出される。
【００３１】
　ＭＴＣ型端末などの端末にとって第３または第４世代モバイル電気通信ネットワークに
より提供される広いカバレッジエリアを使用することは都合がよくなり得るものの、現在
、達成した配備に対する不利益および試みが存在する。スマートフォンなどの従来の第３
または第４世代端末デバイスとは異なり、ＭＴＣ型端末は好ましくは比較的単純であり安
価である：加えてＭＴＣデバイスは、しばしば直接の保守および交換のためには容易にア
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クセスをする余裕のない状況において配備される‐信頼性があり、効率的な動作が重大で
あり得る。さらにＭＴＣ型端末によって行われる機能のタイプ（例えばデータを収集し折
り返し報告する）は、実行するのに特に複雑な処理を必要としない一方で、第３および第
４世代モバイル電気通信ネットワークは、実行するのにより複雑で高価な無線送受信機を
必要とする高度なデータ変調技術（１６ＱＡＭまたは６４ＱＡＭなど）を典型的に無線イ
ンターフェース上で採用する。
【００３２】
　スマートフォンは、典型的なスマートフォン型の機能を実行するために強力なプロセッ
サを典型的に必要とするため、スマートフォン中にそのような複雑な送受信機を含めるこ
とが大抵正当化される。しかしながら、上で示したように、現在、ＬＴＥ型ネットワーク
を用いて通信するための比較的低廉でより複雑でないデバイスを使用するという要求があ
る。異なる動作機能を有するデバイスへのネットワークアクセシビリティ、例えば縮小さ
れた帯域幅動作、を提供するというこの原動力と並行して、そのようなデバイスをサポー
トする電気通信システムにおける利用可能な帯域幅の使用を最適化するという要求がある
。
【００３３】
　多くの状況において、全キャリア帯域幅にわたるＬＴＥダウンリンクフレームからデー
タを受信し処理（制御）することのできる従来の高性能ＬＴＥ受信機ユニットをこれらの
ような低ケイパビリティ端末に提供することは、少量のデータを通信する必要のみあるデ
バイスにとって過度に複雑であり得る。これは、したがって、ＬＴＥネットワークにおけ
る低ケイパビリティＭＴＣ型デバイスの広範な配備の実用性を制限し得る。その代わりに
、ＭＴＣデバイスなどの低ケイパビリティ端末に、端末へ送信されそうなデータの量によ
り釣り合った、より単純な受信機ユニットを提供することが好ましい。
【００３４】
　仮想キャリア概念
　ＭＴＣデバイスなどの低ケイパビリティ端末に調整された「仮想キャリア」は、したが
って、従来のＯＦＤＭ型ダウンリンクキャリア（すなわち「ホストキャリア」）の送信リ
ソース内に提供される。従来のＯＦＤＭ型ダウンリンクキャリア上で送信されるデータと
は異なり、仮想キャリア上で送信されるデータは、ホストＯＦＤＭキャリアの全帯域幅を
処理することを必要とすることなく受信され、復号されることができる。したがって、仮
想キャリア上で送信されるデータは、複雑さが低減された受信機ユニットを用いて受信さ
れ、復号されることができる。
【００３５】
　用語「仮想キャリア」は、本質的に、ＯＦＤＭに基づく無線アクセス技術（ＷｉＭＡＸ
またはＬＴＥなど）のためのホストキャリア内のＭＴＣ型デバイスのための狭帯域の割当
に対応する。
　仮想キャリア概念は、多数の同時係属特許出願（英国特許出願１１０１９７０．０［２
］、英国特許出願１１０１９８１．７［３］、英国特許出願１１０１９６６．８［４］、
英国特許出願１１０１９８３．３［５］、英国特許出願１１０１８５３．８［６］、英国
特許出願１１０１９８２．５［７］、英国特許出願１１０１９８０．９［８］および英国
特許出願１１０１９７２．６［９］を含む）において記載されており、その文脈は参照に
よりここに組み込まれる。しかしながら、参照しやすいように、付属文書１において仮想
キャリアの概念のある側面の概説が提示されている。
【００３６】
　上で説明したように、ＬＴＥなどのＯＦＤＭに基づくモバイル通信システムにおいて、
ダウンリンクデータは、サブフレーム基準でサブフレーム上の異なるサブキャリア上で送
信されるように動的に割り当てられる。したがって、サブフレーム毎において、ネットワ
ークは、どのシンボル上のどのサブキャリアがどの端末へ関連するデータを含むかについ
て、信号で伝える（すなわちダウンリンク許可シグナリング）。
【００３７】
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　セル獲得のための初期手順
　セルを初期に獲得するためのＵＥにより従われる手順は、英国特許出願１１１３８０１
．３［１０］（また「キャンプオン」プロセスとして言及される）において詳細に議論さ
れてきており、このためここでは詳細には取り扱われない。手順は、以下のように要約さ
れる：
【００３８】
ｉ）周波数獲得。
ｉｉ）プライマリ同期信号獲得（サブフレーム、スロットおよびシンボルのタイミング獲
得、セカンダリ同期信号スクランブルコード獲得）。
ｉｉｉ）セカンダリ同期信号獲得（フレームタイミング獲得、セルグループＩＤシーケン
ス獲得）。
ｉｖ）ＰＳＳおよびＳＳＳから物理層セル識別（ＰＣＩ）が計算されることができる。
ｖ）ＰＣＩからセル固有リファレンス信号（ＣＲＳ）位置が決定されることができる。
【００３９】
ｖｉ）ＰＢＣＨおよびＭＩＢを復号する。
ｖｉｉ）ＰＣＦＩＣＨを復号し、ＰＤＣＣＨにいくつのシンボルが割り当てられているか
を決定する。
ｖｉｉｉ）ＰＤＣＣＨからＳＩＢ　１についてのＤＣＩを復号する。
ｉｘ）ＳＩＢ　１を復号し、他のＳＩＢについてのスケジュール情報を得る。
ｘ）ＳＩＢ（ＳＩＢ　１以外）を復号する。
　これらのステップは、図５において説明されている。
【００４０】
　セル識別
　ＬＴＥにおいて、各セルは、関連付けられた物理層セル識別（ＰＣＩ）を有する。それ
ぞれが３つの識別を含む１６８グループに纏められた５０４のＰＣＩがある。これらは、
‐ＦＤＤにおける各セル中のＬＴＥフレームの第１および第６のサブフレームにおいて送
信される‐プライマリおよびセカンダリ同期シーケンス（ＰＳＳおよびＳＳＳ）の組み合
わせを処理することにより抽出される：ＰＳＳはＰＣＩのグループ内の３つの識別の１つ
を推定するのに用いられ、ＳＳＳは１６８グループの１つを推定するのに用いられる（図
５におけるステップｉｖ））。従来のＬＴＥネットワークは、ＰＣＩが、ＰＳＳ／ＳＳＳ
送信において組み込まれた際に、周波数再利用率１を用いた配置においてＵＥに異なるセ
ル識別を検出させる良好な非相関特性を有するため、セルＩＤ基準で計画されている。
【００４１】
　リファレンス信号
　３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１（バージョン　１１．０．０）は、ｅＮｏｄｅＢ（ｅＮ
Ｂ）により送信され得る種々のダウンリンクリファレンス信号（ＲＳ）を特定する：以下
の議論において特に興味深いのは、セル固有リファレンス信号（ＣＲＳ）およびチャネル
状態情報リファレンス信号（ＣＳＩ－ＲＳ）である。各ＲＳは、アンテナポートのサブセ
ットを利用する。アンテナポートは、アンテナのタイプに応じて異なる方法で物理的アン
テナに位置づけられる：それにもかかわらず、アンテナポートは、ＵＥの視点からは、ダ
ウンリンク送信を表す。
【００４２】
　関連する３ＧＰＰ標準のリリース８（およびそれ以降）は、セル固有リファレンス信号
（ＣＲＳ）を必要とする。ＣＲＳは、４つまでのアンテナポート（ポート０～３）につい
て定義され、サブフレーム毎およびリソースブロック毎においてセル中でブロードキャス
トされる。ＣＲＳを生成するのに用いられる擬似ランダムシーケンスは、少なくともセル
のＰＣＩの関数である（３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１においてセクション６．１０．１
．１に記載される）。
【００４３】
　さらに、現在のシステムにおいて、与えられたアンテナポート上のＣＲＳは、サブフレ



(12) JP 2016-508317 A 2016.3.17

10

20

30

40

50

ーム毎の同一のＯＦＤＭシンボルにおいて送信されるが、これらが送信されるリソースブ
ロック中のサブキャリアは、基準位置からオフセットしている。図１１は、νｓｈｉｆｔ

＝０についての４つまでのアンテナポート上のＣＲＳ位置を示す。オフセットは、以下の
方程式に従い‐図１１のリファレンス信号の位置における垂直シフトに対応する：
νｓｈｉｆｔ＝ＮＩＤ

ＣＥＬＬ　ｍｏｄ　６
ここで、ＮＩＤ

ＣＥＬＬは、ＰＣＩである（図は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に由来
する）。言い換えると、サブキャリアの垂直シフトは、ＰＣＩの関数である（これは図１
１においては示されていないが、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１においてセクション６．
１０．１．２に記載されている）。
【００４４】
　リリース１０および引き続く３ＧＰＰ標準は、ｅＮＢにより送信され得る他のＲＳ：チ
ャネル状態情報リファレンス信号（ＣＳＩ－ＲＳ）を導入する。ＣＳＩ－ＲＳは、８つま
でのアンテナポート（ポート１５～２２）について定義され、別の面ではＰＤＳＣＨに割
り当てられる（図３参照）サブフレーム内のリソースエレメントを占有し、したがって有
意義なチャネル品質測定を提供するのに有用である。
【００４５】
　ＳＣＩ－ＲＳの配置は、無線リソース制御シグナリング（ＲＲＣ）を介してＵＥにシグ
ナリングされ、以下を含む、ＴＳ　３６．３１１を参照：
・ＵＥがＣＳＩ－ＲＳが存在すると推定し得るリソースエレメントの配置（ＣＳＩ－ＲＳ
配置）－標準は、３２のこのような配置を規定し、各サブフレームに１４のシンボルがあ
る；
【００４６】
・ＵＥがＣＳＩ－ＲＳが実際に送信されると推定し得るサブフレームの配置（ＣＳＩ－Ｒ
Ｓサブフレーム配置）－サブフレーム配置は、ＣＳＩ－ＲＳが送信される周期、および、
ＳＣＩ－ＲＳが送信されるサブフレームが、システムフレーム番号（ＳＦＮ）＝０での無
線フレームの先頭に対してオフセットするサブフレームの数を定義する；および
・使用中のＣＳＩ－ＲＳアンテナポートの数；１、２、４または８。
【００４７】
　ＣＳＩ－ＲＳにおいて送信されるシーケンスは、仕様に定義される疑似ランダムシーケ
ンス生成器によってもたらされる。この生成器の初期設定は、ＰＣＩに依存し、したがっ
て送信されるシーケンスは、ＰＣＩの関数である。
【００４８】
　リファレンス信号への摂動（perturbataions）
　セル獲得を試みるＵＥにｅＮｏｄｅＢのケイパビリティに関する適時の情報を提供する
ために、セルによって送信されるＲＳの内容または位置へのある「摂動」が、ＶＣ動作の
利用可能性または構成などのセルのケイパビリティまたは構成に関する情報を暗示するま
たは表すのに用いられ得ることが認識されてきた。今後互換的に使用される用語「通信パ
ラメータ」および「静特性」は、両方ともセルのケイパビリティおよび構成を包含する。
【００４９】
　上述したように、使用されるＲＳの内容は典型的にセルのＰＣＩに基づいており、した
がってある実施形態においてある識別可能なＲＳリソースにより搬送されるＰＣＩが変化
し、またはＲＳが「予期されない」リソースにおいて送信され、これらの送信およびセル
の実際のＰＣＩおよび／または「予期された」ＲＳ送信リソースの間の種々の関係はＶＣ
配置情報を搬送する。
【００５０】
　本実施形態は、ＵＥが適当なシグナリング、例えばＲＲＣシグナリングをセルから受信
することができる前に動作するため、ｅＮｏｄｅＢは、セルにおいてこのような摂動の利
用に関してＵＥを直接的に構成するすべがない：言い換えると、これらの実施形態の動作
は、ＵＥに対しトランスペアレントである。結果として、リファレンス信号への摂動の適
用は、また、標準仕様において摂動を関連付けることにより、通信パラメータの他のタイ
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プを、例えばその関連付に従ってセル送信を解釈する特定のＵＥカテゴリおよび関連する
カテゴリのＵＥのみへ示すために実行され得る。容易に理解されるように、ネットワーク
オペレータは、適切な方法により彼らのネットワークのこれらの側面を計画する必要があ
るであろう。
【００５１】
　我々は、今、セルにおける仮想キャリア（ＶＣ）ケイパビリティの表示に関するある例
示的な実施形態を記述する。ＵＥへの参照は、したがって、他に示されない限り、ＶＣ上
での動作をサポートするＵＥへのものである。
【００５２】
　ＣＳＩ－ＲＳアイデンティティ分割によるＶＣ構成の表示
　図７に説明される第１の実施形態において、セルの与えられたケイパビリティは、予約
されたＣＳＩ－ＲＳ配置上で送信されるリファレンス信号が生成される方法を置き換える
（「摂動する」）ことにより、マークを付され得る。必要に応じてＴＳ　３６．２１１の
表６．１０．５．２－１または表６．１０．５．２－２におけるＣＳＩ－ＲＳ配置のうち
少なくとも１つは、摂動の適用における使用のために予約されている。これの予約された
リソース配置において、リファレンス信号が、セルのＰＣＩ以外のＰＣＩに基づいたリフ
ァレンス信号生成シーケンスの開始と同時に、送信される：典型的に「不適合なＰＣＩ」
は、これからＵＥが送信信号を受信しそうな、地理的に付近にある任意のセルに関連付け
られていない予約されたＰＣＩであるか、または全体のネットワークにおいて予約された
ＰＣＩである。これは、ＴＳ　３６．２１１のセクション６．１０．５．１におけるシー
ケンス生成のための方程式において、量ｎＩＤが、セルのＰＣＩ、ＮＩＤ

ｃｅｌｌと異な
ることを意味する。以下に再現されるＣｉｎｉｔについての結果として生じる式において
、両方の出現においてｎＩＤは、予約されたＰＣＩ値、ＮＩＤ

ｃｅｌｌと置き換えられる
：
Ｃｉｎｉｔ＝２１０・（７・（ｎｓ＋１）＋ｌ＋１）・（２・ｎＩＤ＋１）＋２・ｎＩＤ

＋ＮＣＰ。
【００５３】
　ＵＥは、どの組み合わせが使用中であるかを決定するために、各予約されたＰＣＩ値と
ともに各潜在的に予約されるＣＳＩ－ＲＳ配置を検索する必要があるであろう。したがっ
て、予約されたセットをできる限り小さく維持することが好ましいともいえる。
【００５４】
　これに続くケイパビリティ検出プロセスの変形は、以下のステップを含み、ここに特定
の順序なしに提示する：
１．予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置における予約されたまたは不適合のＰＣＩの存在は、そ
れ自身において、またはＰＳＳ／ＳＳＳにおいて通信されるセルの実際のＰＣＩへの参照
による、ＶＣの静特性を暗示する。
【００５５】
２．予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置における予約されたまたは不適合のＰＣＩの存在は、そ
れが見出される配置と共同してＶＣの静特性を暗示する。
３．１よりも多い予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置がある場合、これらは、送信するセルのも
のと異なりおよび互いに異なる、異なる（予約されたまたは不適合の）ＰＣＩを含み得、
このような組み合わせは送信するセルの異なる静特性を表す。
　以上のこの実施態様の変形は、組み合わせられ得る。
【００５６】
　この実施形態において使用されるように、ＰＣＩ値は、静特性の状態または値に対し個
別にマッピングされ得る。あるいは、ＰＣＩ値のグループ（また「区分」ともいう）は、
このような状態または値と関連付けられる。
　移動体通信事業者（ＭＮＯ）は、セルがセル付近の予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置におい
て使用中である同一のＰＣＩをこれらの実際の識別として送信しないようにセルＩＤを計
画する必要があるであろう。
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【００５７】
　その状態または値が特定のリファレンス信号配置における特定のＰＣＩ（またはＰＣＩ
区分）の存在により表示され得る静特性の例は以下を含む：
・セルがＶＣを送信しているまたは送信できるか否か。
・全てのＶＣ　ＵＥが最初に復号を試みるべき主要なＶＣの周波数領域における位置。
【００５８】
・区分は、ＣＳＩ－ＲＳ配置などのセルにおけるＶＣ動作に固有のリファレンス信号配置
の静的エレメントを表示し得る。
・ＵＥは、インストール／製造時に、例えば一般的なネットワーク負荷が低減される夜に
、ある区分に属するＰＣＩを送信するセル上の無線アクセスを優先するようにあらかじめ
構成され得る。このようなＵＥは、ネットワークからリソースを要求するかを決定する際
に、この情報を考慮し得る。これは一般に、そのデータが頻繁には時間で区切られていな
いＭＴＣデバイスに関する。
・セルが、ＵＥがセル上の適したトラフィック負荷のいくらか早期の表示を有し得るよう
にネットワーク共有を動作させているか。
【００５９】
　一例において、予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置において第１の区分から不適合なＰＣＩを
送信するセルが、ＵＥによりＶＣ動作をサポートしないと推定され得る一方で、第２の区
分からＰＣＩを送信するセルが、ＵＥによりＶＣ動作をサポートすると推定され得る。Ｖ
Ｃ準拠セル内においてのみ動作可能なＵＥは、セルがＶＣをサポートせず他のセルを獲得
しようと試みない場合において初期手順を放棄する必要があるであろう。ＶＣ準拠セル内
においてのみならずＶＣ非準拠セル内において任意に動作可能なＵＥは、セルを放棄する
か続けるかに関する実行の選択が残されるであろう。予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置におけ
る第１の区分からの不適合なＰＣＩの送信の意義を意識しないＵＥは、単純に従来の初期
手続きを続けるであろう。
【００６０】
　ＣＳＩ－ＲＳ配置、ＰＣＩおよびＶＣの存在または不在などの静特性の間の関連は、仕
様において定義され得、本実施形態に係るネットワークの配備は、セルＩＤが正確に割り
当てられることを保証するためにＭＮＯによる計画を必要とするであろう。
【００６１】
　図７は、第１の実施形態に係る動作可能な端末のためのＵＥ手順における差を説明する
。「適切なＶＣ獲得手順」は、どのＶＣの実行がセルにおいて使用されているか、および
／またはＵＥにより知られているかによって決まる。ＵＥが与えられたセル上での手続き
を破棄することを決定すべきであれば、代わりのセル上で手順が再度開始することが予期
されるであろう。このような代わりのセル上で、ＵＥは、ＵＥが例えば隣接したセル上で
の無線資源管理（ＲＲＭ）測定を行うことができるように、すでに通常のＰＣＩを決定す
る限りにおいて進み得る。
【００６２】
　したがって、システムは、通信を行うセルのＰＣＩ値へ、異なるＰＣＩ値とともに予約
されたＣＳＩ－ＲＳを送信する概念を導入し、ここでこの異なるＰＣＩ値は、セルのＰＣ
Ｉと連動してまたは単独でセルの通信信号および／またはケイパビリティの性質に関する
情報を暗示する。
【００６３】
　ＣＳＩ－ＲＳ配置によるＶＣ配置の表示‐分割のみ
　図８において説明される第２の実施形態は、第１の実施形態との類似点を有している：
セルの通常のＰＣＩを用いて生成されるリファレンスシンボルスクランブリングシーケン
スが、予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置において常に送信され、（不適合なＰＣＩは使用され
ず）および静特性が単にＵＥが検出する予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置により表示される点
で異なる。したがって、ＵＥは、予約された配置の１以上がセルにより送信されているか
を確かめるために、予約された配置の特定のセットの中から検索することができ、したが
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って静特性を推測する。ＣＳＩ－ＲＳ配置は、ネットワークオペレータにより計画され得
、したがってこの実施形態は、容易に実現され、適当なネットワーク設計によりセル間干
渉が回避されることができる。
【００６４】
　ＣＳＩ－ＲＳサブフレーム配置によるＶＣ配置の表示
　図９および１０においてそのバージョンが説明される第３の実施形態は、少なくとも１
つの予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置が使用される点で、上の第１および第２の実施形態と同
一の経路をたどる。しかしながら、この実施形態においては、静特性は前記（または各々
の）予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置に関連付けられたサブフレームＣＳＩ－ＲＳ配置により
示されることができる。
【００６５】
　図９において説明される第３の実施形態のバージョンでは、検出されるＣＳＩ－ＲＳ配
置は、まず配置が予約されているか、そうであれば予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置に関連付
けられたサブフレームＣＳＩ－ＲＳ配置がＶＣケイパビリティを暗示するかを確認するた
めに検査される。このバージョンでは、（限定なしに）ＰＣＩ分割がこのネットワークに
おいて使用中でないとみなされる。
【００６６】
　図１０における第３の実施形態の代替のバージョンでは、ＰＣＩ分割およびＣＳＩ－Ｒ
Ｓ予約の両方が使用中である場合のＵＥ手順の例が与えられる。第１および第３の実施形
態がしたがって組み合わされている。しかしながら、この例は２つの実施形態の組み合わ
せをこの特定の実施に限定しない：ＵＥ手順の「決定」ステップ（「ＹＥＳ」または「Ｎ
Ｏ」の条件の結果を有するひし形で表されている）は、例えば、本実施形態の範囲から出
発することなく異なる順序でアプローチされ得る。
【００６７】
　（ＴＳ　３６．２１１の表６．１０．５．３－１からの）ＣＳＩ－ＲＳのサブフレーム
配置は、したがって、特定のサブフレームＣＳＩ－ＲＳ配置および、その実施形態が拡張
されるのに応じて、セルにおいて使用中のものとは異なるＰＣＩ値とともに発生するＣＳ
Ｉ－ＲＳ配置がＶＣの静特性を表示するための追加の因子である。
【００６８】
　従来の技術とは異なり、上述した本システムのある実施形態は、ＲＲＣ接続確立の前に
セル送信信号の性質を表示する目的のために予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置（および／また
はサブフレームＣＳＩ－ＲＳ配置）を提供する。
【００６９】
　ＣＲＳリソースシフトによるＶＣ配置情報
　第４の実施形態では、摂動の一種がＣＲＳに適用される。上で議論したように、サブフ
レームにおけるＣＲＳを有するサブキャリアの垂直シフトは、ＰＣＩの関数である。ＵＥ
は、ＰＣＩの周波数オフセットＶｓｈｉｆｔ、ＰＣＩのモジュロ６部分に従って定義され
たリソースにおいて与えられたＰＣＩに基づくＣＲＳが存在することを予期する。これは
、図１２において説明され、ここで周波数オフセットＶｓｈｉｆｔ＝２が周波数オフセッ
トＶｓｈｉｆｔ＝０（薄灰色）とともに（濃灰色で）説明されている。
【００７０】
　加えて、ＣＲＳ自体は、ＴＳ　３６．２１１セクション６．１０．１．１に提示される
シーケンス生成のための方程式を用いて生成され、方程式は、ＰＣＩ値、ＮＩＤ

ｃｅｌｌ

の関数である値Ｃｉｎｉｔにより初期化される疑似ランダムシーケンスを用いる。（ＴＳ
　３６．２１１セクション６．１０．１．１における）Ｃｉｎｉｔについての式が以下に
再現される：
Ｃｉｎｉｔ＝２１０・（７・（ｎｓ＋１）＋ｌ＋１）・（２・ＮＩＤ

ｃｅｌｌ＋１）＋２
・ＮＩＤ

ｃｅｌｌ＋ＮＣＰ。
【００７１】
　その方程式において用いられるＣＲＳのシーケンス生成についてのおよびＣｉｎｉｔに
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ついての方程式は、したがって、ＣＳＩ－ＲＳのシーケンス生成において用いられるのと
同じ式である。セルのＰＣＩ以外のＰＣＩの使用は、標準の関連するセクションにおいて
規定されたＣｉｎｉｔとは異なるＣｉｎｉｔを用いて初期化されるシーケンス生成につい
ての方程式をもたらすであろう。上のＣｉｎｉｔについての式において、ＮＩＤ

ｃｅｌｌ

は、両方の出現において、予約されたＰＣＩ値、ｎＩＤ
ｒｅｓｅｒｖｅｄにより置き換え

られる。
【００７２】
　５０４のＰＣＩについて、８４は各νｓｈｉｆｔを共有し、各ＰＣＩは、ちょうど１つ
の定義されたνｓｈｉｆｔを有する。この実施形態では、セルにより送信される従来のＣ
ＲＳに加え、予約されたＰＣＩ値から生成されるシーケンスを含むさらなるＣＲＳが、当
該ＣＲＳがリソースに適合しない所定のリソースにおいて送信されるように、（予約され
たＰＣＩ区分ｍｏｄｕｌｏ　６に由来する）予期されるシフトと異なるνｓｈｉｆｔで送
信され、ここでＣＲＳは、現在の仕様（「シフトした」または「予期されない」リソース
）に従い予期されるであろう。したがって、図１２における濃灰色の陰影がつけられたリ
ソースエレメントは、その内容を生成するための予約されたＰＣＩ値の使用および異なる
ＰＣＩ値を再度表示し得る周波数シフトリソース配置を組み合わせたリソースエレメント
を現し得、一方で薄灰色の陰影がつけられたリソースエレメントは、「通常の」従来のＣ
ＲＳを現し得る。この実施形態では、このような予期されないまたは不適合のリソースエ
レメントが、仮想キャリアに関するセルの動作についての情報、例えばＶＣ配置の存在を
含む、以前に列挙したこれらの静特性など、を暗示するのに用いられる。
【００７３】
　ＰＣＩ値およびリソース配置の与えられた組み合わせの意義を知るＵＥは、予約された
ＰＣＩ値から生成されるシーケンスを用いてこのような「予期されない」ＣＲＳについて
の所定のリソースを検索し、ひとつを発見するとそれを適宜解釈し、関連する配置を得る
か、または例えば組み合わせがＶＣサポートを示さない場合には初期手順を破棄する。
【００７４】
　この実施形態は、これらの予約されたＰＣＩが上述したケイパビリティ表示技術の意義
を知らないＵＥの期待によれば「間違い」と特徴づけられ得るであろうリソース中におい
てのみ存在するであろうから、以前の実施形態よりも少ないセルＩＤ企画を必要とする。
このような場合におけるＵＥの応答は、特異的な実行であろう。ＰＣＩの組み合わせに対
するこのような不適合なＣＲＳリソースは、技術を知らないＵＥにより決して実際には検
出されないことができる。なぜなら、ＵＥは、それが送信されるリソースにおけるこのよ
うなものについて復号を試みないかもしれないし、ともあれ適正なリソースにおけるＰＣ
Ｉを有するＣＲＳについてのみ検索しそうであるからである。
【００７５】
　この実施形態の変形では、仕様は、予約されたＰＣＩに従うＣＲＳが送信されることの
できる多くの（現仕様において５つまでの）可能性のある「シフトした」リソースを定義
することができ、ＵＥが検出する結合した組み合わせは、ＶＣの配置を暗示する。これは
ＵＥについてのより高いブラインドサーチ負荷を有するが、システムにおいてより大きな
柔軟性を創造するであろう。
【００７６】
　本開示の目的のために、ＬＴＥ標準がＣＲＳについての「サブフレーム配置」を定義し
ないことが、留意される。しかしながら、ＣＲＳは、ＣＲＳが「サブフレーム毎」に存在
する点で、「サブフレーム配置」の形式を暗示しない。
【００７７】
　さらにこの実施形態にかかる送信される追加のＣＲＳは、サブフレーム毎に、またはリ
ソースブロック毎に送信される必要がない。この場合において、これらが送信されるサブ
フレームおよびリソースブロックは、（仕様中にまたは製造、初期設定において提供され
得る）予め定義された情報に含まれる必要があるであろう。この「ＣＲＳサブフレーム配
置」は、第１～第３の実施形態の内容において記載されたＣＳＩ－ＲＳと同様の様式に従
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うかもしれない。
【００７８】
　セルの送信構成に関する内容を暗示するために不適合なＰＣＩ～ＣＲＳリソースマッピ
ングを使用することは、ＣＲＳの内容を使用する異例の方法である。
【００７９】
　図６は、３つのｅＮｏｄｅＢ６２０、６３０、６４０のそれぞれのセル６０２、６０４
、６０６内の典型的なＶＣ－ＵＥ６１０を示す。ｅＮｏｄｅＢ６２０は、従来のＬＴＥを
提供するが、ＶＣ機能を提供しないことができる。ｅＮｏｄｅＢ６４０は、従来のＬＴＥ
およびＶＣ機能を提供するが、現在、高いトラフィック状況を受けており、過負荷を回避
することを望む。ｅＮｏｄｅＢ６３０は、従来のＬＴＥおよびＶＣ機能を提供する
【００８０】
　ｅＮｏｄｅＢ６２０の場合において、実施形態のいずれか１つが、ＶＣ機能の欠如がセ
ル獲得の間に利用可能なリファレンスシンボル信号から暗示されることができることを保
証するであろう。同様に、ｅＮｏｄｅＢ６４０は、異なる状況下で従来のＬＴＥおよびＶ
Ｃ機能を提供し得る一方で、セル獲得を開始する前にｅＮｏｄｅＢ６４０からリファレン
スシンボルをバッファリングしている任意のＵＥがＶＣ機能が現在このｅＮｏｄｅＢから
利用可能でないことを推測することができるように、利用可能なリファレンスシンボル信
号は動的に摂動され得る。
【００８１】
　これらの「摂動」技術を実装することにより、必要とするＶＣ機能にアクセスすること
を試みて失敗するＶＣ－ＵＥにより費やされる時間および処理労力が、従来配置されたワ
イヤレス通信システムと比較して低減される。
【００８２】
　これまで記載した実施形態は、仮想キャリアケイパビリティ（静的または動的であろう
と）の表示に関する。ＶＣケイパビリティは、しかしながら、記載された「摂動」技術が
適用され得る唯一の通信パラメータではない。実際には、上述のケイパビリティ表示技術
は、例えばセルがネットワーク共有を運用しているかなど、このような表示がセル獲得前
の段階にて有利である任意の通信パラメータの表示に等しく適用され得る。
【００８３】
　種々の修正が、添付の請求の範囲において定義されるように、本開示の範囲から出発す
ることなく上記の実施形態に対し行われ得ることが理解されるであろう。特に、実施形態
は、ＬＴＥモバイル無線ネットワークに関して記載されたけれども、本開示がＧＳＭ、３
Ｇ／ＵＭＴＳ、ＣＤＭＡ２０００、ＷｉＭＡＸなどの他のワイヤレス通信システムに適用
し得ることが理解されるであろう。
【００８４】
　実施形態において予約され得るＰＣＩの例は：
・偶数のＰＣＩ（０、２、４、．．．）
・奇数のＰＣＩ（１、３、５、．．．）
・定義された範囲にわたる連続したＰＣＩ値
・特段関係ないくらかの固有値
を含む。
【００８５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ標準のリリース１０では、ＵＥは最大で１つのＣＳＩ－ＲＳ配置を有
することができる：リリース１１は、この要件を緩和し、任意の数の配置を許容する。通
常目的のＣＳＩ－ＲＳ配置は、通常の方法、すなわちＲＲＣシグナリングにより送られる
ことができるため、上記の技術は、この事実を妨げないことが留意される。
【００８６】
　ＵＥは、どの実施形態であってもどれが動作中であるかを見つけるために、ＣＳＩ－Ｒ
Ｓ配置の中から予約された可能性についての初期の獲得プロセスの間に、個別に検索する
必要があるであろう。ＲＲＣ構成ＣＳＩ－ＲＳ配置は、独立して後に送信され得、最初の
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３つの実施形態において使用される予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置と同一または異なり得る
。
【００８７】
　さらに、ＣＲＳおよびＣＳＩ－ＲＳに関する上記の実施形態は、添付の請求の範囲にお
いて定義されるように、本開示の範囲から出発することなく独立してまたは組み合わせて
使用されることができる。必ずしも同一の型でないＲＳの２つのセットが、共存すること
ができる。具体的には、本開示は、また、「通常の」従来のＣＳＩ－ＲＳが全く構成され
ていないかもしれない第２の実施形態を第４と組み合わせる状況を包含する：ネットワー
クは、予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置のみを、および第４の実施形態において記載されるＣ
ＲＳと並行して予約されたＣＳＩ－ＲＳ配置を、送信し得る。
【００８８】
　上のそれぞれの実施形態において議論されたＰＣＩの予約、ＣＳＩ－ＲＳ配置および不
適合なＣＲＳリソースは、ＵＥがセルへのＲＲＣ接続を得る前にこのような表示を検索す
るように構成され得るように、および初期セル手順をできる限り早期に妨害する、および
適切であれば、破棄するために、事前に特定されていてもよい。あるいは、本開示は、ネ
ットワークオペレータおよび端末製造業者の間の合意により準拠したＵＥに実装され得る
。
【００８９】
　ここで使用される用語ＭＴＣ端末は、ユーザ機器（ＵＥ）、モバイル通信デバイス、端
末デバイスなどと置き換えることができる。さらに、用語基地局は、ＵＥにセル方式電気
通信ネットワークへの無線インターフェースを提供する任意のワイヤレスネットワークエ
ンティティをいい：本用語は前述においてｅ－ＮｏｄｅＢと置き換え可能に用いられてき
た一方で、それはＬＴＥおよびｅＮｏｄｅ－Ｂｓ；Ｎｏｄｅ－Ｂｓ、ピコ－、フェムト－
およびマイクロ－基地局の設備、中継装置；リピーターを含む代わりの無線アクセスアー
キテクチャにおける等価のネットワークエンティティを包含する。
【００９０】
　読者は、様々な例示的な実施形態が、一般的に相互に排他的ではなく、各々の特徴は適
切な場合に置き換えられおよび組み合わせられ得ることを理解するであろう。
【００９１】
付属文書１：仮想キャリア
　仮想キャリア概念は、多数の同時係属特許出願（英国特許出願１１０１９７０．０［２
］、英国特許出願１１０１９８１．７［３］、英国特許出願１１０１９６６．８［４］、
英国特許出願１１０１９８３．３［５］、英国特許出願１１０１８５３．８［６］、英国
特許出願１１０１９８２．５［７］、英国特許出願１１０１９８０．９［８］および英国
特許出願１１０１９７２．６［９］を含む）において記載されている。仮想キャリアの概
念のある側面が以下に提示される。このセクションにおいて、以下の略語が頻繁に採用さ
れる：仮想キャリア－ＶＣ、ホストキャリア‐ＨＣ、ユーザ機器－ＵＥ、リソースブロッ
ク－ＲＢ、無線周波数－ＲＦ、およびベースバンド－ＢＢ。
【００９２】
　従来のＯＦＤＭのように、仮想キャリア概念は、中央周波数から所定のオフセットで配
置された複数のサブキャリアを有する：したがって、中央周波数は、仮想キャリア全体を
特徴づける。
　典型的な仮想キャリア帯域幅は、ＬＴＥにおける最小の３ＧＰＰ帯域幅と一致する６つ
のリソースブロック（すなわち７２のサブキャリア）である。しかしながら、以下の記載
にみられるように、ＶＣの帯域幅は、決して６ＲＢに制限されない。
【００９３】
　ＬＴＥについての３ＧＰＰ標準のリリース８（ＲＥＬ８　ＬＴＥ）と合致して、ＶＣリ
ソースは、典型的にホストキャリア中央周波数の中央のリソースブロックに配置され、シ
ステムの帯域幅に関わりなく（そのＨＣ中央周波数の両側において）対称に割り当てられ
ている。
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【００９４】
　図４は、ホストキャリア中央周波数上の中央のリソースブロックを占める仮想キャリア
４０１を有するダウンリンクＬＴＥサブフレームの構造を説明するグリッドの概略図であ
る。仮想キャリア中央周波数４０３は、ホストキャリアの中央周波数４０１となるように
選択される。
【００９５】
　図３において説明される従来のＬＴＥダウンリンクサブフレームを順守して、最初のｎ
シンボルは、ＰＤＣＣＨ、ＰＣＦＩＣＨまたはＰＨＩＣＨ上で送信されるデータなどのダ
ウンリンク制御データの送信のために予約された制御領域３００を形成する。
【００９６】
　仮想キャリア４０１の信号は、ホストキャリア上で動作する端末デバイスが適正に動作
するために必要とし、既知の所定の位置（例えば、図３の中央帯３１０におけるＰＳＳ、
ＳＳＳおよびＰＢＣＨ）において見出すことを期待するホストキャリアによって送信され
る信号が維持されるように、準備される。仮想キャリアは、このようなホストキャリアリ
ソース内にあり、しかしホストキャリアリソースから論理的に区別可能なリソースを使用
するように構成されている。
【００９７】
　図４からわかるように、仮想キャリア４０１上で送信されるデータは、制限された帯域
幅にわたって送信される。これは、ホストキャリアのそれよりも小さい任意の適切な帯域
幅であり得る。図４に示される例において、仮想キャリアは、２．１６ＭＨｚ送信帯域幅
と同等である１２のサブキャリアの１２のブロック（すなわち１４４サブキャリア）を含
む帯域幅にわたって送信される。したがって、仮想キャリア４０１を用いる端末は、２．
１６ＭＨｚの帯域幅にわたって送信されるデータを受信し、処理することのできる受信機
を備えることのみ必要である。これは、低ケイパビリティ端末（例えばＭＴＣ型端末）に
、それでも、上で説明したように、信号の帯域幅全体にわたったＯＦＤＭ信号を受信し、
処理することのできる受信機を備える端末を従来必要とするＯＦＤＭ型通信ネットワーク
内で動作可能であるけれども、単純化された受信機ユニットが提供されることを可能とす
る。
【００９８】
　従来のＬＴＥ端末がセル中でデータを送信し、受信することを開始することができる前
に、それはまずセル内へキャンプオンする。同様に、適合するキャンプオンプロセスが、
仮想キャリアを用いた端末について提供される。仮想キャリアのための適切なキャンプオ
ンプロセスは、英国特許出願１１１３８０１．３［１０］において詳細に記載されている
：このキャンプオンプロセスは参照によりここに組み込まれる。
【００９９】
　英国特許出願１１１３８０１．３［１０］に記載されるように、「従来のＬＴＥ」およ
び仮想キャリアの実行の両方は、好都合なことに、ホストキャリア中央帯におけるマスタ
情報ブロック（ＭＩＢ）をすでに持つＰＢＣＨ内に仮想キャリアのための位置情報を含み
得る。あるいは、仮想キャリア位置情報は、ＰＢＣＨの外部であるけれども中央帯に提供
され得る。例えば、それは、常にＰＢＣＨの後にかつ隣接して提供され得る。ＰＢＣＨの
外部であるが中央帯における位置情報を提供することにより、従来のＰＢＣＨは仮想キャ
リアを用いる目的について変更されないが、この場合でも仮想キャリア端末は、仮想キャ
リアを検出するために位置情報を容易に発見することができる。
【０１００】
　仮想キャリア位置情報は、提供される場合、ホストキャリアにおける他のどこかで提供
される一方で、例えば、仮想キャリア端末はその受信機が中央帯において動作するように
構成し得、仮想キャリア端末は次いで位置情報を発見するためのその受信機設定を調整す
る必要がないため、中央帯においてそれを提供することは有利である。
【０１０１】
　提供された仮想キャリア位置情報の量に応じて、仮想キャリア端末は、その受信機が仮
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想キャリア送信信号を受信するか、それがそのようにし得る前にさらなる位置情報を要求
し得るように調整することができる。
【０１０２】
　例えば、仮想キャリア端末に正確な仮想キャリア周波数範囲に関しなんら詳細を示さな
い仮想キャリアの存在および／または仮想キャリア帯域幅が提供された場合、または仮想
キャリア端末に任意の位置情報が提供されなかった場合、仮想キャリア端末はその後仮想
キャリアについてホストキャリアをスキャンし得る（例えば、いわゆるブラインドサーチ
プロセスを行う）。このプロセスもまた、英国特許出願１１１３８０１．３［１０］にお
いて詳細に議論されている。
【０１０３】
　読者は、仮想チャンネルの複数の過程が同一のセル内における異なる周波数帯において
実行され得ることを容易に理解するであろう。図５は、３つの異なる仮想チャネルを示す
ダウンリンクＬＴＥサブフレームの概略図を示す。
【０１０４】
　以下の番号付された項目は、本技術の側面および特徴例をさらに提供する：
【０１０５】
１．　ワイヤレス通信システムに関連付られた通信パラメータの表示を導出するためのモ
バイル端末であって、前記ワイヤレス通信システムは：
　１以上の基地局を有し、これらの各々は、端末へデータを通信するためのワイヤレスア
クセスインターフェースを提供するように構成された送信機を含み、
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースは、複数の通信リソースエレメントを提供し
、
　前記通信リソースエレメントは、複数の時分割無線フレームに纏められており、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第１のサブセットは、少なくとも１つの
同期信号を搬送し、基地局についての前記同期信号は第１の識別番号と関連付られており
、および、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第２のサブセットは、リファレンスシン
ボルを有するリファレンス信号を搬送し、前記第２のサブセットは、第１の配置および第
２の配置を含む複数の離散配置に分割されており、前記第１の配置中の前記リファレンス
シンボルは、前記第１の識別番号に従って変化する少なくとも１つのプロパティを有し、
　前記モバイル端末は：
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースの前記通信リソースエレメントの少なくとも
いくらかを受信する受信機、および
　前記受信した通信リソースエレメントの少なくともいくらかを処理するためのプロセッ
サを有し；ここで、動作中、前記プロセッサは、前記受信した通信リソースエレメントに
おいて存在する前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティの値を決定し；
前記通信パラメータの値は、前記第２の配置における前記リファレンスシンボルの少なく
とも１つのプロパティから推定される、前記モバイル端末。
【０１０６】
２．　推定された前記通信パラメータは、前記基地局より提供される前記ワイヤレスアク
セスインターフェースの静特性である、項目１に記載のモバイル端末。
【０１０７】
３．　前記静特性は、狭帯域キャリアを提供するための前記基地局のケイパビリティであ
り、前記狭帯域キャリアは、前記無線フレームの前記リソースエレメントの第３のサブセ
ットを占有し、前記ワイヤレスアクセスインターフェースによって供給された帯域幅より
も狭い帯域幅を有する、項目２に記載のモバイル端末。
【０１０８】
４．　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは、それぞれの受信した
リファレンスシンボルが属するリファレンス信号配置であり、および前記通信パラメータ
の前記値は、前記第２の配置におけるリファレンスシンボルの存在から推定される、項目
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１～３に記載のモバイル端末。
【０１０９】
５．　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の配置および前記第１の配置の間の差異
から推定される、項目４に記載のモバイル端末。
【０１１０】
６．　前記第２の配置は、複数の離散配置の予め定められた１つである、項目４または５
に記載のモバイル端末。
【０１１１】
７．　前記第２の配置は、通信パラメータの値の表示における使用のために予約されてい
る、項目６に記載のモバイル端末。
【０１１２】
８．　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは、リファレンス信号シ
ーケンスであり、前記プロセッサにより決定される少なくとも１つの前記リファレンスシ
ンボルの値は、前記リファレンス信号シーケンスに対応する値を含み、および、前記通信
パラメータの値の推定は、前記第２の配置における前記リファレンス信号シーケンスに依
存する、項目１～７に記載のモバイル端末。
【０１１３】
９．　前記リファレンス信号シーケンスは、前記第１の識別番号とは異なる第２の識別番
号に従って変化し、および
　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の配置において使用される前記第２の識別番
号の値から推定される、項目８に記載のモバイル端末。
【０１１４】
１０．　前記通信パラメータの前記値は、前記第２の識別番号および前記第１の配置にお
いて使用される前記第１の識別番号の間の差異から推定される、項目９に記載のモバイル
端末。
【０１１５】
１１．　前記第２の配置における前記リファレンス信号シーケンスは、前記第２の識別番
号の関数として生成される、項目９または１０に記載のモバイル端末。
【０１１６】
１２．　前記リファレンス信号の少なくとも１つのプロパティは、リファレンス信号サブ
フレーム配置であり、および前記プロセッサにより決定される前記リファレンスシンボル
プロパティの少なくとも１つの値は、前記リファレンス信号サブフレーム配置に対応する
値であり、および
　前記通信パラメータの前記値が推定される前記第２の配置における前記リファレンスシ
ンボルの前記プロパティは、前記第１の配置が属する前記サブフレーム配置とは異なるサ
ブフレーム配置におけるリファレンスシンボルの存在である、項目１～１１に記載のモバ
イル端末。
【０１１７】
１３．　前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティは：
リファレンス信号サブフレーム配置；
リファレンス信号配置；および
リファレンス信号シーケンス；
の少なくとも２つの組み合わせであり、前記通信パラメータは、前記第２の配置における
前記リファレンスシンボルのプロパティの前記組み合わせから推定される、項目１～１２
に記載のモバイル端末。
【０１１８】
１４．　前記第１の識別番号に従って変化する前記第１の配置における前記リファレンス
シンボルの少なくとも１つのプロパティは、前記リファレンス信号シーケンスであり、前
記第１の配置は、前記第１の識別番号の関数として生成される第１のリファレンス信号シ
ーケンスにおけるリファレンス信号を有し、および
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　前記第２の配置は、前記第１のリファレンス信号シーケンスと異なる第２のリファレン
ス信号シーケンスにおけるリファレンス信号を有し、前記第２のリファレンス信号シーケ
ンスは前記第２の識別番号を用いて生成され、前記第２の識別番号は、予約された識別番
号に対応する、任意の前述の項目に記載のモバイル端末。
【０１１９】
１５．　前記第１のリファレンス信号シーケンスは、前記第１の識別番号をシードとして
用いてリファレンス信号アルゴリズムにおいて生成され、および前記第２のリファレンス
信号シーケンスは、前記第２の識別番号をシードとして用いてリファレンス信号アルゴリ
ズムにおいて生成される、項目１４に記載のモバイル端末。
【０１２０】
１６．　前記第２のサブセットにおける前記リファレンスシンボルは、チャネル状態情報
リファレンス信号、ＣＳＩ－ＲＳを含む、任意の前述の項目に記載のモバイル端末。
【０１２１】
１７．　前記第２のサブセットにおける前記リファレンスシンボルは、セル固有リファレ
ンス信号、ＣＲＳを含む、任意の前述の項目に記載のモバイル端末。
【０１２２】
１８．　前記リファレンス信号の少なくとも１つのプロパティは、それぞれの受信したリ
ファレンスシンボルが属するセル固有リファレンス信号配置であり、前記第２の配置は、
第２の識別番号に従い複数の離散配置から選択され、および前記第２の配置における前記
リファレンスシンボルは、第２の識別番号を用いて生成され、前記通信パラメータの前記
値は、前記第２の配置における前記セル固有リファレンス信号を生成するのに用いられる
前記識別番号が前記第１の識別番号とは異なることを判定することにより推定される、項
目１７に記載のモバイル端末。
【０１２３】
１９．　前記第２の識別番号は、通信パラメータの値の表示における使用のために予約さ
れた、予め定められた識別番号である、項目１８に記載のモバイル端末。
【０１２４】
２０．　端末へデータを通信するためのワイヤレスアクセスインターフェースを提供する
ように構成されたワイヤレス通信システムにおいて通信パラメータの表示を導出する方法
であって、
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースは、複数の通信リソースエレメントを提供し
、
　前記通信リソースエレメントは、複数の時分割無線フレームにおいて纏められており、
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第１のサブセットは、少なくとも１つの
同期信号を搬送し、基地局についての前記同期信号は第１の識別番号と関連付られており
、および
　各無線フレーム中の前記リソースエレメントの第２のサブセットは、リファレンスシン
ボルを搬送し、前記第２のサブセットは、第１の配置および第２の配置を含む複数の離散
配置に分割されており、前記第１の配置中の前記リファレンスシンボルは、前記第１の識
別番号に従って変化する少なくとも１つのプロパティを有し、
　前記方法は：
　前記ワイヤレスアクセスインターフェースの前記通信リソースエレメントの少なくとも
いくらかを受信すること、
　前記受信した通信リソースエレメントの少なくともいくらかを処理して、前記受信した
通信リソースエレメントに存在する前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパ
ティの値を決定すること、および
　前記第２の配置における前記リファレンスシンボルの少なくとも１つのプロパティから
前記通信パラメータの値を導出すること、を有する、前記方法。
【０１２５】
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